
「どこに相談すればいいかわからない」
外国人の方も、外国人から相談を聴く相談員の方も、

このような場面に遭遇した経験があるのではないでしょ
うか。

総務省の行政相談は、医療、雇用・労働、保健・福祉、
教育、税、交通、防災、電波・通信、出入国・在留資格
など、相談の範囲が国の行政全般に及んでいます。担当
の行政機関が不明でどこに相談すればよいか分からない
問題や、複数の行政機関にまたがるため、連絡や調整が
必要な問題についても、有効に対処できます。

都道府県庁所在地など全国 50 か所に設置されている
総務省行政相談センター「きくみみ」の相談窓口、総務
大臣が委嘱する全国 5 千人の行政相談委員など、皆さ
まの身近なところに相談窓口を用意しており、年間約
16 万件の相談を受け付けています。それらの相談は、
関係する国の行政機関などに事実関係などを確認し、必
要な場合はあっせんや通知を行い、当該機関等からの回
答を相談者にお伝えしています。

また、寄せられた相談のうち、制度の改善などが必要
なものについては、行政苦情救済推進会議に付議したり、
行政評価局の調査機能を用いて勧告やあっせん・通知を
行うという、担当行政機関とは異なる立場から、行政の
制度や運営の改善に生かす仕組みを有して
います。詳しくは、総務省の HP をご参照
ください。

外国人からの行政相談
総務省の行政相談では、これまでも外国人からの相談

を受け付けてきましたが、「外国人材の受入れ・共生の
ための総合的対応策」に対応して、令和元年から全国の
行政相談センターの窓口に、多言語翻訳機器や翻訳アプ
リを導入したタブレットを配備するとともに、各地方自

治体の多文化共
生対応部局や国
際 交 流 協 会 な
ど、外国人から
の相談対応を担
う機関との協働
が最重要である
と考え、連携・
協力体制の構築
を 図 っ て い ま
す。

ま た、「や さ
しい日本語」を併記した 12 か国語の行政相談リーフ
レットを作成し、地域の外国人相談窓口や国際交流イベ
ントなどで配布しているほか、行政相談委員の協力を得
て、国際イベントでの相談ブース開設、外国人対象の懇
談会やご当地料理の教室の開催などの活動を通じて、外
国人の皆さまから相談をお聴きしています。

外国人からの相談は、これまで年間
100 件ほどでしたが、令和元年度には、
出入国管理、職業安定・労働基準、国税な
どについての相談を 239 件受け付けまし
た。また、英語メールでの相談受付を開始
し ま し た。（kikumimi.japan@soumu.
go.jp）

総務省の行政相談は、毎年 10 月に「行政相談週間」
を設け、集中的に活動を展開しています。この時期に、
国の行政機関や地方自治体、行政書士や税理士などの各
種専門家が参加してワンストップでさまざまな相談に対
応する「一日合同行政相談所」を開設しており（例年は
約 170 か所、令和 2 年度はコロナ禍の影響で 91 か所）、
地域の外国人相談対応窓口の皆さまにも参加をお願いし
ております。

行政相談の流れ
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外国人の方も
「困ったら 一人で悩まず 行政相談」

総務省行政評価局行政相談企画課
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新潟行政相談センターの取り組み
ここで、外国人からの相談対応を強化している新潟行

政相談センターの取り組みを紹介したいと思います。
○ トリオフォンの設置

新潟行政相談センターでは、新潟県国際交流協会や県
内各市の国際交流協会などの外国人支援団体との連携を
深めることにより、外国人からの相談対応を強化してい
ます。その一環として、①外国人相談者、②県および各
市の外国人支援団体の相談員・通訳および③新潟行政相
談センターの 3 者が同時に通話可能な「トリオフォン」
を令和元年 10 月 1 日に設置しました。トリオフォンを
通じた外国人関係の相談は、これまでに 31 件とその数
は少ないですが、そのうちの多くは県や各市の国際交流
協会経由となっています。

令和 2 年 5 月に新潟県国際交流協会を通じて受けた相
談は、新潟工業短期大学の外国人留学生のアルバイト先
がコロナ禍の影響で少なくなり、留学生の生活が困窮して
いることを心配した同大学の教員からのものでした。相談
を受けた新潟行政相談センターは、さまざまな関係機関に
照会し、その日のうちに外国人留学生であっても借り受け
できる社会福祉協議会の貸与資金（緊急小口資金・総合
支援資金）の存在をお知らせしました。結果、同大学の留
学生約 30 人が当該資金を借り受けることができ、さらに、
同大学の留学生に対して、社会福祉協議会によるマスク 5
千枚の配付、NPO のフードバンクによる食料の無料配付
と、支援の輪が広がり、一時的ではありますが留学生の
皆さんの生活改善のお手伝いをすることができました。
○ 研修会と事例集

また、新潟行政相談センターは、令和元年度から、新

潟県国際交流協会が主催する県内外国人支援団体（各市
協会等）の相談員・通訳者のための研修会に参加させて
いただき、新潟センターに寄せられた外国人関連の相談
について、行政制度に関する解説も加えながら詳しく紹
介させていただいています。

研修に参加される相談員・通訳者の皆さまは外国人の
方も多く、相談者の母国の言語、文化、風習、制度、果
ては人々の気質といったことまで大変深い造詣をお持ち
です。一方、日本の行政制度に対する知識は、それらに
比するとやや薄い場合もあることから、新潟行政相談セ
ンターがそれを補完、バックアップして差し上げられれ
ばと考えて実施しています。

お気軽にご連絡いただける関係を
目指しています！

地域の外国人相談対応を担う機関や窓口の皆さまは、
外国人の生活全般に深く寄り添って親身に相談対応をさ
れていらっしゃると思います。

その中で、①この問題は、どこの専門機関に取り次ぐ
べきか、②相談者に対する行政の対応、手続き、法制度
は、果たして妥当なものであるといえるのか、③相談者
が行った申請に対して、行政の応答が遅いのではないか
など、行政に関係する疑問がある場合、総務省の行政相
談をご利用いただきたいと思います。全国 50 か所にあ
る行政相談センターは、お気軽にご連絡をいただける関
係を目指しています。

語学に堪能で、外国人相談者の生活や気質などにも詳
しい皆さまと、日本の行政制度を扱う総務省の行政相談

（センター）とが緊密な連携を図ることにより、外国人
も日本人も安心して暮らせる多文化共生社会となるよう
協働してまいりたいと思っています。

インドネシア⼈懇談会を開催し行政相談を説明
（2019.5.26 高知県高知市）

新潟県国際交流協会主催の研修会において、外国⼈関連の相
談事例を説明（2020.10.25 新潟県新潟市）
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